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現     行 改     定 備考 

Ⅱ． 現場管理費 
  現場管理費については現場管理費の率分以外は積算基準の現場管理費に準じること。 
 ① 現場管理費の率分 
    （１）現場管理費の率分                     （表‐２） 

   対象額 
工種区分 

700 万以下 700 万超え 1 億円以下 1 億円を超えるもの 
下記の率とする A b 下記の率とする 

公園維持管理 42.63 387.3 -0.1400 29.38 
算定式 J 0＝A・N P b  

 J 0：現場管理費率（％） N P：純工事費（円） A，b：変数値 

（２）現場仮設費率の補正 
     積算基準の現場管理費率の補正に準じることとする。 
 
４ 一般管理費及び消費税相当額について 
   積算基準における一般管理費及び消費税相当額に準じるものとする。 
 
附則 
 この要領は平成１６年３月１日より施行する。 
附則 
 この要領は平成１７年１０月１日より施行する。 
附則 
 この要領は平成２４年１０月１日より施行する。 
附則 

この要領は平成２７年７月１日より施行する。 
附則 

この要領は令和元年１０月１日より施行する。 
附則 
この要領は令和２年１０月１日より施行する。 
 

Ⅱ． 現場管理費 
  現場管理費については現場管理費の率分以外は積算基準の現場管理費に準じること。 
 ① 現場管理費の率分 
    （１）現場管理費の率分                     （表‐２） 

   対象額 
工種区分 

700 万以下 700 万超え 1 億円以下 1 億円を超えるもの 
下記の率とする A b 下記の率とする 

公園維持管理 43.09 347.3 -0.1324 30.30 
算定式 J 0＝A・N P b  

 J 0：現場管理費率（％） N P：純工事費（円） A，b：変数値 
（２）現場仮設費率の補正 

     積算基準の現場管理費率の補正に準じることとする。 
 
４ 一般管理費及び消費税相当額について 
   積算基準における一般管理費及び消費税相当額に準じるものとする。 
 
附則 
 この要領は平成１６年３月１日より施行する。 
附則 
 この要領は平成１７年１０月１日より施行する。 
附則 
 この要領は平成２４年１０月１日より施行する。 
附則 

この要領は平成２７年７月１日より施行する。 
附則 

この要領は令和元年１０月１日より施行する。 
附則 

この要領は令和２年１０月１日より施行する。 
附則 

この要領は令和６年４月１日より施行する。 
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